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①

②

③

④

⑤

○会社設立 ○任意整理 債権者との直接交渉
株式会社・合同会社(LLC)・有限責任事業組合(LLP)

○特定調停 債権者と裁判所を通じて間接交渉
○会社法活用サポート
平成18年5月にスタートした「会社法」活用の企画立案 ○個人再生 債務の大幅圧縮と分割弁済

○中小企業支援サービス ○自己破産 免責による生活再建
顧問司法書士による継続的相談

○過払金返還請求 過払金の回収
○各種の会社登記

○遺言書作成サポート ○契約立会・登記サービス
遺言書の起案から完成までを一貫してサポート 取引の立会・登記関係書類の確認・登記手続代行

○相続登記 ○売買・贈与・財産分与の登記

○遺産分割協議書の作成 ○住宅ローン担保（抵当権）抹消の登記

○相続放棄の手続 ○氏名・住所の変更登記

N

○法律相談（簡裁代理関係業務の範囲内に限ります） ▲ 至　梅田 御 ▼淀屋橋　１１号出口徒歩３分

堂
○本人訴訟の支援 筋 PRONTO

○少額訴訟 ＋ 至　堺筋

○支払督促

○簡易裁判所における訴訟代理
至　難波 ▲本町　１号出口徒歩５分

あいおい損保

ミサワホーム

ニューライフ平野町

（８階　８０７号）
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‐信頼関係の構築を目指して‐
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井上法務事務所

経営理念 ５つの運営方針

司法書士・行政書士

井 上 和 樹

ロゴは平等・均衡を象徴する天秤をモチーフにしており、

‐遺言をお考えの方／相続手続を円滑に進めたい方‐

不動産登記
‐不動産取引の安全を‐

バランスに富んだ法的サービスの提供を理念としています。

「よく聞き、少し話す。」

このスタイルを大切にして、日々取り組んでいます。

相続・遺言

どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

企業法務
‐起業をお考えの方・経営者の方‐

債務整理
‐多重債務でお悩みの方‐

民事訴訟
‐本人訴訟の支援‐

アクセス
‐地下鉄御堂筋線　淀屋橋・本町‐

大阪ガスビル

平野町３

交差点

blog: ‐司法書士日々雑感‐　
http://inoue-houmu.cocolog-nifty.com

十分な説明と意思疎通を行った上で事案処理を進めます。

責任ある回答をするため、匿名でのお問い合わせはご遠慮
頂いております。

事案の処理にかかわる費用は、事前に明示します。

サービスの質を維持するため、価格交渉には応じておりま
せん。

ご相談には司法書士本職が応対いたしますので、お越しの
際は事前にご予約ください。


